
 

 五 管 区 水 路 通 報 第 31 号 
249 項-256 項 

令和 5 年 8 月 10日  

 

※本通報に使用している経度、緯度は世界測地系(WGS-84)に基づいています。 

第 249 項 紀伊水道南方  武器発射試験 

第 250 項 紀伊水道南方  射撃訓練等 

第 251 項 紀伊水道 和歌山下津港、外港 灯付浮標移設 

第 252 項 瀬戸内海 姫路港、広畑区、第 1 区 浅所存在 

第 253 項 瀬戸内海 姫路港、網干区、広畑区、飾磨区 灯浮標交換作業 

第 254 項 紀伊水道 橘港 物揚場完成 

第 255 項 四国南岸 足摺岬 灯台消灯 

第 256 項 四国南岸 宿毛湾港付近 波高計不存在 

 



 

※五管区水路通報に関するお問合せはこちらまで 

   〒６５０-８５５１ 神戸市中央区波止場町１－１ 

   第五管区海上保安本部海洋情報部監理課情報係 

   ＴＥＬ：０７８-３９１-６６５１（内線２５１５、２５１６）  ＦＡＸ：０７８-３３２-６３０７（自動受信） 
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定置漁具の敷設情報  

海上保安庁による訓練実施海域 

(年間を通して実施) 
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★５年２４９項 紀伊水道南方  武器発射試験 

 紀伊水道南方において、巡視船による武器発射試験が実施される。 

 期 間 令和 5年 9月 7日（予備日 9月 8日～10日）0900～1700 

 区 域 33-34-48N 135-03-00E を中心とする半径 5海里の円内 

 海 図 Ｗ７７（ＪＰ共） 

 出 所 五本部船舶技術部 

 

 

★５年２５０項 紀伊水道南方  射撃訓練等 

 紀伊水道南方において、自衛隊航空機による水上射撃及びフレア発射訓練が実施される。 

 期 間 令和 5年 9 月 19日～22日 0700～2100 

 区 域 33-30-12N 134-49-50E を中心とする半径 5海里の円内 

 海 図 Ｗ７７(ＪＰ共) 

 出 所 防衛省海上幕僚監部 

 

 

★５年２５１項 紀伊水道 － 和歌山下津港、外港  灯付浮標移設 

 五管区水路通報 5 年 19号 176 項関連 

 南防波堤先端付近にある灯付浮標(YLt)は移設された。 

 位 置 新） 34-12-52.0N 135-08-04.0E 
 旧） 34-12-51.6N 135-08-07.5E 

 備 考 灯付浮標(YLt)は掘下げ工事完了後に撤去される 

 海 図 Ｗ１１５０(ＪＰ共) 

 出 所 和歌山海上保安部 



 

 

★５年２５２項 瀬戸内海 － 姫路港、広畑区、第 1 区  浅所存在 

 広畑航路付近において、浅所が存在する。 

 位 置 34-46-10.4N 134-37-47.3E 付近（水深：約 13m） 

 海 図 Ｗ１３４Ｂ（ＪＰ共） 

 出 所 五本部海洋情報部 

 

 

★５年２５３項 瀬戸内海 － 姫路港、網干区、広畑区、飾磨区  灯浮標交換作業 

 姫路港網干区、広畑区及び飾磨区内において、起重機船による下記灯浮標の交換作業が実施される。 

 期 間 令和 5年 8月 21日～8月 31日（予備日 9月 1日～9月 10 日）日出～日没 

 区 域 (1) 網干第 4 号灯浮標 (灯台表第 1巻 3878) 
 34-46-26N 134-36-28E を中心とする半径 50mの円内 
 (2) 広畑航路第 4号灯浮標 (灯台表第 1巻 3869) 
 34-44-32N 134-37-21E を中心とする半径 180mの円内 
 (3) 飾磨航路第 2号灯浮標 (灯台表第 1巻 3860) 
 34-45-07N 134-39-05E を中心とする半径 180mの円内 

 備 考 警戒船を配備 

 海 図 Ｗ１３４Ｂ(ＪＰ共) 

 出 所 姫路港長 



 

 

★５年２５４項 紀伊水道 － 橘港  物揚場完成 

 五管区水路通報 29年 28 号 644 項削除,30 年 40 号 1064 項削除 

 西浜公共岸壁北西方において、物揚場が完成した。 

 区 域 下記 3地点を結ぶ線上 
 (1) 33-52-15.9N 134-38-20.9E (岸線上) 
 (2) 33-52-13.9N 134-38-21.2E 
 (3) 33-52-10.6N 134-38-23.7E (岸線上) 

 海 図 Ｗ１１４２ 

 出 所 五本部海洋情報部 

 

 

★５年２５５項 四国南岸 － 足摺岬  灯台消灯 

 足摺岬灯台(灯台表第 1巻 3101、M5602)(32-43.4N 133-01.2E)は消灯している。 

 海 図 Ｗ１０８(ＪＰ共)－Ｗ１２２０(ＪＰ共)－Ｗ１５７ 

 出 所 高知海上保安部 

 

 

★５年２５６項 四国南岸 － 宿毛湾港付近  波高計不存在 



 宿毛湾港付近において、海図図載の波高計は存在しない。 

 位 置 32-54-23N 132-42-15E 付近 

 海 図 Ｗ１２３７（分図「宿毛湾港」共） 

 出 所 五本部海洋情報部 

 

 


